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明石市公共工事低入札価格調査実施要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、市が発注する工事に係る競争入札において、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１

６７条の１０第１項（政令第１６７条の１３の規定により準用する場

合を含む。以下同じ。）及び明石市契約規則（平成５年規則第１０号。

以下「規則」という。）第１４条第１項第１号ただし書の規定により、

最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合のうち、

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該

申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあると認めるときにおいてその者を落札者

とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者

のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがで

きる場合（以下「低入札価格調査制度」という。）の基準及び事務手続

について必要な事項を定めるものとする。 

 （低入札価格調査制度を適用できる契約） 

第２条 前条に規定する低入札価格調査制度を適用することができる契

約は、規則第７条第１項に規定する予定価格（以下「予定価格」とい

う。）が５，０００万円以上の工事についての請負の契約とする。ただ

し、単価契約にあっては、執行予定総額が１３０万円を超える工事に

ついての請負とする。 

（低入札調査基準価格） 

第３条 規則第８条第１項に規定する低入札調査基準価格（以下「低入

札調査基準価格」という。）は、別表の積算の種別欄に掲げる工事区分

に応じ、次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算

して得た額とする。 

(１) 直接工事費に１０分の９．７を乗じて得た額 

(２) 共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額 

(３) 現場管理費に１０分の９を乗じて得た額 

(４) 一般管理費等に１０分の５．５を乗じて得た額 

２ 前項の規定により算出した低入札調査基準価格が次のいずれかに該

当する場合は、同項の規定にかかわらず、それぞれ次に規定する額を

低入札調査基準価格とする。 

(１) 予定価格に１０分の９を乗じて得た額を超える場合 予定価格

に１０分の９を乗じて得た額 

(２) 予定価格に１０分の７を乗じて得た額に満たない場合 予定価
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格に１０分の７を乗じて得た額 

３ 前２項の規定にかかわらず、単価契約にあっては、次に規定する額

を低入札調査基準価格とする。 

(１) 主工種（市が工事についての請負の契約を管理するときに用い

ている区分をいう。以下同じ。）が土木の場合 予定価格に１０分の

８を乗じて得た額 

(２) 主工種が建築又は設備の場合 予定価格に１０分の８．５を乗

じて得た額 

（入札参加者への通知） 

第４条 財務室の契約を担当する課長等（以下「契約担当課長」とい

う。）は、低入札調査基準価格を設けた場合においては、入札の公告又

は指名通知書において、その適用があることを明記し、入札前に周知

を図るものとする。 

（入札の執行） 

第５条 入札の結果、低入札調査基準価格を下回る入札が行われた場合

においては、契約担当課長は、入札参加者に対して落札保留する旨を

宣言し、入札結果については、低入札価格調査終了後に明石市ホーム

ページにおいて公表する旨を告げて、入札を終了するものとする。 

（低入札価格調査） 

第６条 低入札価格調査とは、入札の結果、低入札調査基準価格を下回

る入札が行われた場合において、政令第１６７条の１０第１項及び規

則第１４条第１項第１号ただし書の規定に基づき、予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格

によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。 

２ 低入札価格調査は、次の順序で行うものとする。 

(１) 変動型低入札価格調査 

(２) 低入札契約の手持件数についての調査 

(３) 数値的判断基準による調査 

(４) 低入札価格調査委員会による調査 

（変動型低入札価格調査） 

第７条 変動型低入札価格調査とは、入札の結果、低入札調査基準価格

を下回る入札が行われた場合において、入札参加要件その他入札に関

する条件を満たす有効な入札参加者が５者以上あったときに、平均値

及び失格値を算出し、有効な入札参加者のうち最低の価格をもって入

札した者（以下「最低価格入札者」という。）の入札価格が失格値を下
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回るか否かを判断するために実施する調査をいう。 

２ 平均値及び失格値は、それぞれ次に規定する額とする。 

(１) 平均値 最低価格入札者から５番目に低い価格をもって入札し

た者までの入札価格を平均して得た額（１円に満たない端数は切り

捨てる。） 

(２) 失格値 平均値に１０分の８．５を乗じて得た額（１円に満た

ない端数は切り捨てる。） 

３ 契約担当課長は、最低価格入札者の入札価格が失格値を下回る場合

は、最低価格入札者を失格とするものとする。 

４ 契約担当課長は、次に掲げる場合は、次条第１項に規定する低入札

契約の手持件数についての調査を、最低価格入札者に対して行うもの

とする。 

(１) 最低価格入札者の入札価格が失格値を下回らない場合 

(２) 有効な入札参加者が５者に満たなかった場合 

（低入札契約の手持件数についての調査） 

第８条 低入札契約の手持件数とは、入札の結果、低入札調査基準価格

を下回る入札が行われた場合において、最低価格入札者がすでに市と

契約している工事についての請負のうち、低入札調査基準価格を下回

る価格で契約し、工事検査済証が交付されていないものの件数をい

う。 

２ 低入札契約の手持件数の上限は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 最低価格入札者が市に登録している建設業法（昭和２４年法律

第１００号）第２６条第１項に規定する主任技術者及び同条第２項

に規定する監理技術者の人数（以下「技術職員数」という。）が１０

人以下の場合 １件 

(２) 技術職員数が１１人以上２０人以下の場合 ２件 

(３) 技術職員数が２１人以上の場合 ３件 

３ 契約担当課長は、最低価格入札者の低入札契約の手持件数が上限を

超える場合は、最低価格入札者を失格とするものとする。 

４ 契約担当課長は、最低価格入札者の低入札契約の手持件数が上限を

超えない場合は、次条に規定する数値的判断基準による調査を、最低

価格入札者に対して行うものとする。 

（数値的判断基準による調査の実施） 

第９条 数値的判断基準とは、入札の結果、低入札調査基準価格を下回

る入札が行われた場合において、最低価格入札者の工事費内訳書の内

容を調査するための基準をいい、次に掲げるとおりとする。 
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(１) 数量は、設計図書に計上した設計数量を満足していること。 

(２) 材料、製品は、設計仕様に適合した品質、規格であること。 

(３) 建設廃棄物は、適正な処理費用で計上していること。 

(４) 直接工事費は、工事の設計、監理等を主管する課長（以下「工

事主管課長」という。）が算出した工事の見積額（以下「設計金額」

という。）の７５％以上であること。 

(５) 共通仮設費積上分（指定仮設分）は、設計金額の７５％以上で

あること。 

(６) 共通仮設費率計上分（準備費、安全費等）は、設計金額の５

０％以上であること。 

(７) 現場管理費と一般管理費の合計額が設計金額の５５％以上であ

ること。 

２ 契約担当課長は、工事主管課長に対し、最低価格入札者の工事費内

訳書の内容が数値的判断基準に適合しているか否かの調査を依頼し、

当該調査結果の報告を求めるものとする。 

３ 契約担当課長は、数値的判断基準に適合していない場合は、最低価

格入札者を失格とするものとする。 

４ 契約担当課長は、数値的判断基準に適合している場合は、次条に規

定する低入札価格調査委員会による調査を、最低価格入札者に対して

行うものとする。 

５ 第１項の場合において、低入札価格調査の対象となった工事の工種

等によっては、数値的判断基準を適用することが困難であると認めら

れるときは、数値的判断基準による調査を省略することができる。 

（低入札価格調査委員会による調査の実施） 

第１０条 前条第４項に規定する場合（前条第５項の規定により、数値

的判断基準による調査を省略する場合を含む。）に、最低価格入札者の

入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ

があるか否かを調査するため、低入札価格調査委員会を設置する。 

２ 低入札価格調査委員会は、契約担当課長、工事主管課長及び工事検

査課長で組織する。 

３ 低入札価格調査委員会による調査は、次に掲げる事項について行う

ものとする。 

(１) 最低価格入札者の入札価格について、当該価格により入札した

理由及び工事費内訳書 

(２) 低入札価格調査の対象となっている工事付近における手持工事

の状況 
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(３) 低入札価格調査の対象となっている工事に関連する手持工事の

状況 

(４) 低入札価格調査の対象となっている工事個所と入札者の事業

所、倉庫等との関連（地理的条件） 

(５) 手持資材の状況 

(６) 資材購入先と入札者との関係 

(７) 手持機械数の状況 

(８) 労務者の具体的供給見通し 

(９) 過去に施工した公共工事名及び発注者 

(10) 経営内容 

(11) 第１号から前号までの聴取した内容についての検討 

(12) 第９号の公共工事の成績状況 

(13) 経営状況 取引金融機関、保証会社等へ照会 

(14) 信用状態 建設業法違反の有無 

   ア 賃金不払の状況 

   イ 下請代金の支払遅延状況 

   ウ その他 

(15) その他の事項 

４ 低入札価格調査委員会は、最低価格入札者の入札価格により契約の

内容に適合した履行がされないおそれがあると判断した場合は、最低

価格入札者を失格とするものとする。 

５ 低入札価格調査委員会は、最低価格入札者の入札価格により契約の

内容に適合した履行がされると判断した場合は、最低価格入札者を落

札者とするものとする。 

（最低の価格をもって申込みをした者を落札者としなかった場合の手

続） 

第１１条 第７条第３項、第８条第３項、第９条第３項又は前条第４項

の規定により最低価格入札者を失格とした場合は、最低価格入札者を

落札者とせず、他の有効な入札参加者のうち、最低の価格をもって申

込みをした者（以下「次順位者」という。）を落札者とするものとす

る。 

２ 前項の規定による次順位者においても低入札調査基準価格に満たな

い場合は、第６条から前条までの規定は、次順位者について準用す

る。 

   附 則 

 この要領は、平成１２年４月１日から実施する。 
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   附 則 

 この要領は、平成１５年７月１５日から実施する。 

附 則 

 この要領は、平成１９年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成２１年１２月１日から実施する。 

   附 則 

 この要領は、平成２８年１１月１１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年４月１０日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

 この要領による改正後の明石市公共工事低入札価格調査実施要領の

規定は、この要領の施行の日以後に公告(通知)を行う案件に適用し、

同日前に公告(通知)を行った案件については、なお従前の例による。 

  


